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上峰町民センターホール舞台操作業務委託 プロポーザル審査要領 

 

 

 上峰町民センターホール舞台操作業務委託に関するプロポーザル審査は、次

に定めた要領により実施します。 

 

１ 審査の対象となる事業者 

  審査は、次の各号をすべて満たす参加者を対象に行います。 

  ⑴ 上峰町民センターホール舞台操作業務委託募集要項（以下「募集要項」

という。）に規定する資格要件を満たす者 

  ⑵ 募集要項に規定する期限内に、必要な書類を作成した者 

  ⑶ 募集要項に基づき、適正に書類を作成した者 

 

２ 審査の項目及び点数 

  審査項目と審査項目ごとの配点は別紙審査基準のとおりです。 

 

３ 審査委員会 

  参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行い、同

日、書類審査を行います。 

  プレゼンテーション 

     期日 令和８年３月中旬ごろ 

     審査 プレゼンテーションの時間は１者１５分とし、プレゼンテーシ

ョン終了後、審査委員からの質疑の時間を設けます。 

  書類審査 

   期日 令和８年３月中旬ごろ（プレゼンテーション終了後） 

   審査 別紙「審査基準」に基づき、審査委員会による書面審査を行い

ます。 

 

４ 審査方法 

  ⑴ 審査委員会では、提出された企画提案書と審査委員会におけるプレゼ

ンテーションに対する審査を行います。 

  ⑵ すべての参加者の審査が終了したときには、各審査委員の審査結果を

基に、契約候補者と次点者を決定します。 

  ⑶ 審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安

価な者から順に候補者と次点者を選定します。 

  ⑷ 各審査委員の採点の合計が、評価基準点の合計値の６割以上であるこ
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とを最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者は選定の対象とし

ません。 

  ⑸ 応募者が１者にて最低基準点を満たす場合は、当該提案者を契約候補

者とします。最低基準点に満たない場合は、再度公募を実施します。 

  ⑹ 委託業務の実施に際しては、企画提案書の内容をそのまま実施するこ

とをお約束するものではありません。選定後には、契約候補者と町は、

企画提案の内容をもとにして、業務の遂行に必要な具体的な履行条件な

どの協議と調整（以下、「交渉」という。）を行います。この交渉が整っ

た後に、随意契約の手続きに進みます。交渉が整わない場合は、次点者

に選定された者が、改めて町と交渉を行うこととなります。 

 

５ 審査結果の公表 

  審査委員会は非公開とし、審査結果についてのみ、町のホームページにて

公表します。 
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別紙 審査基準 

 

１ 評価 

  ⑴ 企画内容、実施体制、実施計画に関する評価 

   ① 各審査委員は、下記⑵の「企画内容、実施体制、実施計画に関する

評価基準」により審査項目ごと５段階評価を行う。 

    特に優れている：５ やや優れている：４ 標準：３ やや劣っている：２ 劣っている：１ 

   ② 各審査委員の評価に対する得点は、上記①の評価点に下記⑵の審査

項目ごとに設定された係数を乗じた得点とする。 

  ⑵ 企画内容、実施体制、実施計画に関する評価基準 

審査の項目 審査の視点 配点 係数 

業務内容の理

解と反映 

業務の趣旨を理解し、業務内容を反映した提案となっ

ているか。また、施設の運営に協力的であるか。 
２０ ４ 

業務体制、人

員配置要件及

び業務責任者 

舞台操作員２名以上を派遣することができるか。その

業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資

格を有する者が業務を行うことができるか。また、業

務責任者は、総合的に業務を把握し、調整を行うこと

ができるものであるか。 

２０ ４ 

服装・接客態

度 

舞台操作員は、公共施設であることを認識し、服装・

身なり及び言動に留意することができる者であるか。 
２０ ４ 

立地条件 
佐賀県内又は福岡県内に本社又は営業所等を有し、上

峰町教育委員会との連絡・調整が速やかに行えること。 
１０ ２ 

信用状況 会社経歴及び経営状態が正常かつ良好であること。 １０ ２ 

見積額 見積額は、提案内容に見合う金額に算定されているか。 ２０ ４ 

合計 １００  

 


